
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
七
五
号

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
リ
コ
ー
ル
隠
し
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

一

七

五

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
リ
コ
ー
ル
隠
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

自
動
車
の
リ
コ
ー
ル
制
度
に
関
し
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
事
案
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
徴
収
等
の
際
に
虚
偽
の
報
告
等
を
行
う
事
案
、

同
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
事
前
の
届
出
を
せ
ず
に
回
収
・
修
理
を
行
う
事
案
及
び
同
法

第
六
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
が
改
善
措
置
の
勧
告
等
を
行
う
事
案
を
い
い
、
以
下
「
リ
コ
ー
ル
に
係
る

不
正
行
為
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
国
土
交
通
省
が
こ
れ
ま
で
に
公
表
し
た
も
の
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
と
、
別
表
一
か
ら

別
表
三
ま
で
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
「
行
政
当
局
が
リ
コ
ー
ル
隠
し
を
察
知
し
た
年
月
日
」
に
つ
い
て
は
、
リ
コ
ー
ル

に
係
る
不
正
行
為
の
事
実
は
様
々
な
情
報
を
基
に
判
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
月
日
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

リ
コ
ー
ル
に
係
る
不
正
行
為
は
、
リ
コ
ー
ル
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
揺
る
が
す
行
為
で
あ
り
、
安
全
対
策
を
最
優
先
す
べ

き
自
動
車
製
作
者
等
が
企
業
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
放
棄
す
る
行
為
と
い
え
る
。
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う

一



な
事
案
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
リ
コ
ー
ル
制
度
に
係
る
業
務
の
運
用
体
制
を
強
化
す
る
等
の
対
策
を
早
急
に
実
施
に
移

す
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
先
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が

把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
旧
運
輸
省
又

は
国
土
交
通
省
の
職
員
で
平
成
十
一
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
課
長
相
当
職
以
上
で
退
職

し
た
も
の
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
は
「
中
央
省
庁
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針
」
（
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
中
央

省
庁
等
改
革
推
進
本
部
決
定
）
を
受
け
、
国
土
交
通
省
の
職
員
で
平
成
十
三
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
十
五
日

ま
で
の
間
に
企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
も
の
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
は
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
（
平
成
十
三

年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
既
に
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
公
表
さ
れ
て

い
る
者
に
つ
き
調
べ
た
限
り
で
は
、
別
表
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
、
自
動
車
交
通
局
に
リ
コ
ー
ル
改
善
推
進
室
を
設
置
し
、
リ
コ
ー

二



ル
に
係
る
不
正
行
為
の
再
発
防
止
対
策
の
早
期
実
現
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
リ
コ
ー
ル
改
善
推
進
室
に
お
い
て

は
、
自
動
車
製
作
者
等
か
ら
の
情
報
収
集
シ
ス
テ
ム
や
専
門
家
に
よ
る
技
術
的
検
証
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
に
よ
り
、
リ
コ
ー

ル
制
度
の
適
正
な
運
用
の
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
お
り
、
リ
コ
ー
ル
に
係
る
不
正
行
為
の
再
発
防
止
に
万
全
を
期
し

て
ま
い
り
た
い
。

三



四



五



六



七



八


